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２０２４年度町田市食品衛生監視指導計画実施結果 

 

 

 町田市は、食品衛生法第２４条の規定に基づき「町田市食品衛生監視指導計画」を策定

し、各種事業を実施しています。このたび、２０２４年度の実施結果を取りまとめました

ので報告します。 

 

１  実施期間及び実施区域 

    実施期間：２０２４年４月１日から２０２５年３月３１日まで 

    実施区域：町田市（以下、「市」という。）内全域 

 

２  実施体制 

    食品衛生に関する監視指導及び収去は、市保健所生活衛生課が実施しました。 

    収去検体の検査は、厚生労働大臣登録検査機関に委託しました。 

    苦情・食中毒検体の検査は、東京都健康安全研究センターに委託しました。 

    なお、東京都（以下、「都」という。）と協定した「保健衛生事務事業に係る東京

都・町田市協定」に基づき、市内の大規模製造業等、一部の施設に対する監視指導

及び収去検査は、都が実施し、都の実施結果として計上されています。 

 

３  監視指導 

 （１）立入検査 

    市内の飲食店営業、菓子製造業等の食品関連許可施設及び集団給食施設等の届出

施設等に対し、ノロウイルス、カンピロバクターや腸管出血性大腸菌等による食中

毒予防、食品表示の適正化、衛生的な食品の取扱い等について監視指導を実施しま

した。 

    ２０２４年度末食品衛生法等許可・届出施設数 ６,０８７件 

    監視件数                  ２,２２５件 

 

 （２）収去検査 

    市内に流通する食品について、食品の特性に応じた検査項目を設定し、収去※１検

査を実施しました。 

区 分 収去品目数 違反品目数 

細菌検査 ４２品目 ０品目 

理化学検査 ２０品目 ０品目 

合 計 ６２品目 ０品目 

   ※１ 「収去」とは、食品衛生監視員が営業者等から必要な検査のために食品等を

無償で徴収する行為のことで、食品衛生法第２８条に規定されています。 
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 （３）表示検査 

        都と連携して行う夏期及び歳末一斉監視事業において、販売店、飲食店等で陳列、

販売、使用されている食品について、食品表示法に基づく事項の表示検査を実施し

ました。 

     表示検査品目数               ２７３ 品目 

    表示違反（不適正を含む）品目数      ３※２ 品目 

    ※２ 内訳 

（期限表示：１品目、食品添加物：１品目、その他：１品目） 

 

  （４）催事等における安全確保対策 

    市民自らが実施するイベント等について、保健所窓口にて衛生指導を実施したう

え、届出を受理しました。 

    行事開催届・模擬店開設届受理件数     ２７９件 

 

  （５）食中毒調査 

    ア 食中毒発生状況 

      食中毒疑い発生時に、原因究明及び被害拡大防止を目的として、食中毒調査を

実施しました。 

原因施設に対しては、食品衛生法の規定に基づき営業停止命令及び施設、取扱   

改善命令又は衛生指導を実施しました。なお、営業停止命令等の行政処分を実施

したものについては、市ホームページで公表しました。 

※市内で発生した食中毒 

発生年月 病因物質 原因施設 患者数 

２０２４年５月 アニサキス 販売店  １名 

２０２４年５月 ウエルシュ菌 事業場 ５７名 

２０２４年６月 ウエルシュ菌 その他 ２４名 

 

   イ 食中毒関連調査 

     市外の施設が原因施設と強く疑われる場合の食中毒疑い発生時に、他の自治体

からの依頼により、市民等に対する食中毒調査を実施しました。 

    調査対象者    ２９名（うち発症者 １６名） 

    検査検体数    ２２検体（うち病原体検出数 ８検体） 

    調査対象施設数  １９軒 

 

（６）食品等の苦情・相談への対応 

  ア 市民等から寄せられた苦情について、施設等の調査を実施したもの 

          １３件 
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イ 一般的な相談や問い合わせに対応したもの 

    窓口で対応したもの    ３，６６２件 

    電話で対応したもの   １３，２７１件 

 

４  自主的衛生管理の推進支援 

 （１）現場簡易検査 

    市内の食品関連施設３１軒、小学校４２校及び保育園１０４園に対し、スタンプ

スプレッド法による現場簡易検査を１，３３０検体実施しました。 

 

（２）講習会 

    市内の食品取扱従事者等に対し、食中毒予防に関する情報及び最新の食品衛生情

報を提供するために、食品衛生講習会を開催しました。なお、講習会は集合形式だ

けでなくオンライン形式でも開催しました。 

    食品取扱従事者等向け講習会  １２回開催 ７８２※３名参加 

    市民向け講習会         ４回開催  ３３※３名参加 

    ※３ 把握できた人数のみを計上しています。 

 

（３）衛生教育資材の貸出 

    市内の食品取扱従事者、給食施設従事者及び市民に対し、衛生教育資材を貸し出

しました。 

    手洗いチェックキット   ４８団体  約１，４２６名利用 

    衛生教育ＤＶＤ       ６団体 

 

５  市民及び食品取扱従事者等への普及啓発 

「食べものミミより情報」を年４回（計４，０００部）発行し、市ホームページに

掲載するとともに窓口、講習会等で配布しました。 

デジタルサイネージを活用し、食品衛生に関する情報を発信しました。 


